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厚生省老人保健福祉局長

介護保険の市町村（保険者）の指導について（通知）

介護保険の市町村（保険者）に対する指導については、介護保険事業の

適正かつ安定的な運営の確保を図るため、法令等に基づく適正な事業運営

の実施及び保険財政の健全化の推進に努めさせるとともに、別添「介護保

険市町村（保険者）指導指針」を参考に指導にあたられるようお願いした

い。



- 1 -

別添

介護保険市町村（保険者）指導指針

第１ 目的

この市町村（保険者）指導指針は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に

行われるよう、厚生大臣又は都道府県知事が、介護保険法（平成９年法第１

２３号。以下「法」という ）第５条、第１９７条第１項及び地方自治法（昭。

和２２年法律第６７号）第２４５条の４の規定に基づき、市町村（保険者）

に対して行う介護保険事業に関する指導について、基本的事項を定めること

により、介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

第２ 指導方針

指導は、市町村（保険者）の介護保険事業の適正な運営及び介護保険財政

の健全化の推進のため、保険者事務に関する事項について周知徹底させるこ

とを方針とする。

第３ 指導体制等

指導は 厚生省又は都道府県が次の体制により 指導対象となる市町村 保、 、 （

険者）の事務所において実地に行う。

１．都道府県が単独で行うもの（以下「一般指導」という ）。

２．厚生省及び都道府県が合同で大規模な財政規模を持つ市町村（保険者）及

び広域化した介護保険事業を運営する広域連合等並びに特に保険料収納率が

著しく悪化している市町村（保険者）について行うもの（以下「合同指導」

という ）。

第４ 指導方法等

１．実施回数

一般指導は、全ての市町村（保険者）について原則年１回実地に実施する

ものとする。なお、特に必要があるものについては、１回にとどまることな

く随時実施するものとする。
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２．実施計画

（１）一般指導の実施計画は、毎年度当初に策定するものとする。

（２）一般指導の計画を策定するに当たっては、各統計資料による市町村（保

険者）の事業動向の状況等を十分把握の上、これらを分析、検討して指導

の重点事項を定めて効率的な指導が行われるよう計画するものとする。

（３）合同指導に当たっては、国は、毎年度当初に指導対象となる市町村（保

険者）を都道府県と協議するものとする。

３．事前通知

指導に当たっては、指導対象となる市町村（保険者）に対し、実施時期、

指導担当者の氏名、その他必要な事項を事前に通知するものとする。

４．指導方法

指導に当たっては、別紙「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲

覧し、関係者からのヒアリング方式で行うものとする。

５．指導結果の通知等

（１）指導の終了後、関係者に対し講評を行うものとする。

（ ） 、 、 、２ 講評した結果については 綿密に検討を行い その問題点を明らかにし

市町村（保険者）がとるべき具体的措置の方法等について、技術的な助言

又は勧告を文書により行うものとする。

（３ （２）の文書通知に対する対応結果について、期限を付して報告を求め）

るものとする。

第５ その他

都道府県は、指導の実施状況について別に定めるところにより、厚生省老

人保健福祉局企画課に報告を行うものとする。


